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文学研究科　博士後期課程

フランス文学・語学専攻
【研究指導計画】
　指導教員は、以下の項目について研究指導を行う。
①　研究テーマの設定について、適切な助言を与え、「研究題目」の決定について指導を行い、これを１年次４月の所
定の期日までに提出させる。
②　研究計画の策定について、適切な指導を行い、「研究計画書」を作成させて、これを１年次５月末日までに提出さ
せる。
③　研究テーマに即した書誌を作成するために必要な指導を行う。
④　博士学位申請論文作成に不可欠な専門知識や技術を修得するための指導を行う。
⑤　修士論文の成果やその後の研究成果を、各種の学会・研究会、研究誌等で発表させるなど適切な指導を行う。
⑥　博士学位申請論文提出予備資格を得るための前提である「博士学位申請論文作成計画書」の作成のために必要な指
導を行う。
⑦　３年次までの研究活動によって、博士学位申請論文作成を指導し、所定の期日までに博士学位申請論文を提出させ
る。

【学位論文審査基準】
①　研究テーマの設定が明確かつ適切であり、そのテーマを扱う意義が説得的に説明されていること。
②　研究テーマに即し、質量共に充分な書誌の作成がなされていること。
③　先行研究を幅広く読み、その成果を充分に消化して、自らの論文の中に組み込んでいること。
④　フランス語テクストや資料を深く正確に読み込み、理解できていること。
⑤　引用文献の選定や、これを論の流れに組み込むやり方が適切であること。
⑥　章立てが均衡のとれたものであり、全体の構成に寄与するものとなっていること。
⑦　論旨が明快で、論理的な組み立てができていること。
⑧　日本語あるいはフランス語の文章が、読む人を説得するに充分なレベルに達していること。
⑨　先行研究には見られなかったような独自の知見を打ち出し、当該研究分野において新たな貢献をするものとなって
いること。
⑩　今後の研究の展望が明確に打ち出されていること。

【博士後期課程入学から博士学位申請論文提出までの流れ】
Ⅰ．各ステップでの留意事項：（Ⅰ．Ⅱ．は161ページの流れ図に対応）
①　４月に提出した「研究題目」を敷衍したもの。Ａ４で２枚程度。
②　「博士論文指導委員会」の構成員（指導教員１名、副指導教員１名ないし２名）の選任は分科会が行う。
③　具体的には、指導教員の指導のもと、修士論文をまとめる形で青山フランス文学会の 『論集』 や大学の紀要等に
発表したり、学会・研究会等で発表したりする。
④　展望はＡ４で５枚程度。
⑤　承認された学生には指導教員がその旨伝え、博士学位申請論文の執筆に取りかからせる。
⑥　「提出予備資格」を得た学生は指導教員の指導を受けながら、青山フランス文学会の 『論集』、大学の紀要、学会
誌、学術誌等に論文を発表したり、学会・研究会等で発表したりする。
⑦　指導教員に申し出る期日は、毎年度６月末とする。
⑨⑩ ３月末の学位授与から逆算すると夏休み前に博士学位申請論文を提出することが望ましい。

Ⅱ．その他の留意事項：
1）・ 博士学位申請論文（課程博士）は、入学時から起算して、在学期間の通算６年以内（実質は５年＋３ヶ月程度）

に提出するものとする。休学期間（３年を限度とする）は在学年数に含めない。
　・ ３年以上在学して退学した場合は、入学時から起算して（休学も含めて）６年以内（実質は５年＋３ヶ月程度）に、
再入学の願い出を添えて博士学位申請論文を提出することができる。

2）　 Master2（または DEA）取得済みの学生は⑥から始めるが、Master2（または DEA）取得論文に展望を添えた
ものを提出することとする。提出時期、展望の枚数などは④に準ずる。

付記　上記の申し合わせは2005年４月１日時点で博士後期課程に在籍する学生から適用される。

⑩ 博士学位申請論文及び申請書類一式※を提出｡

フランス文学・語学専攻学生

博士後期課程入学

①５月末日までに ｢研究計画書｣ を提出｡
提出先：フランス文学・語学専攻

② ｢研究計画書｣ に基づき当該学生に関する ｢博士学位申請論文
　指導委員会」（指導教員１名、副指導教員１名ないし２名で構
　成。以下「指導委員会」と略す）を組織｡

提出先：フランス文学・語学専攻

⑦２年目終了以降の所定の期日までに執筆を終え､ 博士学位申請
論文提出の希望を指導教員に申し出る｡ ⑧ ｢指導委員会｣ が審査を行い提出を適当と認めた場合､ 分科会

に｢予備審査委員会｣ の設置を要請する｡

⑥ ｢提出予備資格｣ を得た学生は博士学位申請論文の完成に至る
までの間､ 指導教員の指導を受ける｡

４月の所定の期日（原則として履修登録最終日）までに「研究題
目」および「指導教員」を決定｡（提出先：教務課）
2010年度以降入学者は､ ｢研究指導演習Ⅴ～Ⅹ」を履修｡

（提出場所：フランス文学科合同研究室）

（提出場所：フランス文学科合同研究室）

③指導教員の指導を受けながら（※）論文執筆・学会発表等の活動
　を行う｡

④各年度の１月末日までに「博士学位申請論文作成計画書」（紀
　要などに掲載済みの論文１点に展望を添えたもの）を提出。提
　出できなかった場合は翌年度９月末日までに提出｡

⑤「指導委員会」は２月末日（④で９月末日までに提出の場合は
　10月末日）までに「博士学位申請論文作成計画書」および論文
　の審査を行い、承認または不承認を決定｡結果を分科会で報告｡
　承認された学生は「博士学位申請論文提出予備資格」（以下
　｢提出予備資格」と略す）を有する者と認定｡

⑨「予備審査委員会」（４名ないし５名からなる）は審査を行い､
　結果を分科会に報告、分科会で承認する。提出が適当と決定し
　た場合、教務課に博士学位申請論文提出者がある旨、連絡する｡

（提出先：教務課）
※提出書類の書式については、大学院学位規則別表２（326ページ）参照、学位申請論文は４部、申請書類は各１通提出のこと｡


